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ヒアリ等に関する啓発チラシの周知について（依頼） 
 
 
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき特定外来生物に指

定されているヒアリについては、平成 29 年６月に国内で初めて確認されて以降、現在まで

に 14 都道府県で 39 事例が確認されています。 

上記事例については、いずれも防除を行い、必要に応じて周辺での確認調査等を実施し

ており、国内においてはヒアリの定着は確認されていませんが、家庭に届く輸入品で確認

された事例もあることから、身近な場所で目にする可能性もあります。また、野外での活

動が増える季節を迎え、ヒアリ以外の外来生物と接する機会も増えることが考えられます。 

環境省では、ヒアリ等の外来生物に関する正しい情報を提供し、安全かつ適切な対応が

とられることを目的に小学生以下向けの啓発チラシを作成しています。ついては、各学校

等において必要に応じて活用いただくよう、関係機関への周知をお願いいたします。 

 

＜添 付＞ 
 ・啓発チラシ「外来生物ってなに？」「ヒアリを知ろう！」（小学生以下向け） 

    
＊環境省ホームページにも掲載しています。 

   http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/a_hiari-shirou.pdf 
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